
 東京を中心とした大都市圏住宅問題の新たな展開と自治体住宅政策の

 役割及びその効果に関する研究（1）（梗概）

 石田　頼房

 1．はじめに－1980年代後半における住宅政策の全体的

 　　動向

 　1980年代後半に入って地価高騰などにより大都市を中

 心とした住宅問題は一層深刻化した。そのような事態に

 対して90年代はどのような住宅政策がとられるべきか，

 これが本研究の基本テーマである。本研究では特に，住

 宅政策の新しい可能性を開くものとして自治体の住宅政

 策に着目し，その役割や効果を明らかにすることを目的

 とする。

 　われわれが自治体住宅政策に着目する理由は，第一に，

 自治体が住民の基本的な生活の場であり，自治体こそが

 単なる住宅供給政策を超えて総合的な政策を展開し得る

 という点に求められる。また，現実の動きとしても東京

 23区は先駆的な政策を展開してきており，その経過，内

 表1－1  1980年代後半における住宅政策の動き

 国  都

 1985

 1986

 1987 10．土地臨調報告
 10「緊急土地ヌ・　絹

 1988 3．建集審該会へ諮問｝1  2．知事住政懇へ諮問
 6．総合土地対策要絹閤設決定  lO．住政懇中問報告「早急に取り組むべき対
 9住宅宅地審へ諮問｝2  策」

 1989 2．都計審課題決定“3  9．東兄都木賃住宅地区整備促進事業制度
 6．三審設会中間報告“4
 7．住宅宅地審市街地住宅小委員会中間報告｝5
 11．市街地住宅懇談会報告．6
 12土地基本法成立

 1990 2．住宅宅地審部会報告η  4．東泉都住宅政策懇談会最終報告
 4．大都市法改正案発表  9．都知事表明「10年で公的住宅35万戸」
 6、首都圏白書、土地白讐  11．第三次長期計画（住宅35万戸）
 6．住宅宅地審識会答申．8  11．1000億円規模の住宅対策用基金を新増設
 6、大都市新法公布  11．都民住宅に関する基本方針
 7．建築審設会答申“9
 lO土地政策審設会初答申
 11．大都市新法施行
 12大蔵民賃への家賃補助制度基本了解

 1991 1．土地政策推進要絹閣設決定  1．東兄と住宅マスターブランの策定方針決定
 3、首都圏の大都市地域における住宅及ぴ住宅 4．東京都「公共住宅供給型再開発モデル事業
 地の供給に凹する基本方針」決定、告示 を創設

 3．六期五計閣該決定  7．東京都住宅マスタープラン決定
 4．地価税法成立  10、住宅対策審設会「市町村の住宅政策に対
 8．都市計画中央審設会中間報告（ダウンゾー する支援策のあり方について（意見具申）
 ニングなど）

 4東京都「公共住宅供給型再開発モデル事業」

 区

 6．中央区付置義務要綱

 0．世田谷区住宅白書

 1．文京区付置義務要綱
 7．台東区付置　務要綱
 1．中央区定住基本方針

 4．世田谷区土地住宅問題懇談会最終報告

 2．新宿区「定住化の推進に関する指導要綱」
 3、世田谷区住宅条例公布
 4．中央区「住宅及ぴ住環境に関する基本条例」
 　施行
 4．江東区、高齢者世帯民間賃貸住宅家賃等助
 　成要細
 4．品川区住宅附置指導要綱
 6。台東区「新婚家庭家賃補助制度」（10月より
 ・各区住宅問題検討委員会設置潮告さかん
 1．文京区ファミリー向け借上げ家賃助成開始
 2．新宿区住宅及ぴ住環境に関する基本条例
 2。港区定住促進基金創設
 2。中央区居住継続援助事業実施要絹
 3．港区住宅白言
 3．品川区住宅基本条例
 6．港区定住まちづくり条例
 6。台東区定住まちづくりに関する基本条例、
 　公布・施行
 6．千代田区住宅基本計画案
 7．墨田区ファミリー世帯住替家賃助成要綱

 ・23区についてはメルクマールになりそうなものだけあげた。

 *1「国民生活・経済活動の高度化・多様化に対応した市街地環境整備の方策について」
 *2「経済社会の発展に対応したゆとりある生活を実現するための住宅・宅地政策はいかにあるべきか」
 *3「大都市地域における良好な住宅・宅地供給を促進するための都市計画のあり方について」
 *4住宅宅地審議会宅地部会中間報告「東京等大都市地域における宅地供給対策の推進について」、建築審議会建築行政部会市街地環境分科会小委員
 　会中間報告「大都市地域の既成市街地等における住宅の確保方策について」、都市計画中央審設会、経済社会の変化に対応した都市計画のあり
 　方に関する検討委員会中間報告「大都市地域における良好な住宅・宅地供給を促進するための都市計画のあり方について」
 *5「大都市地域における住宅供給の促進について」
 *6「大都市勤労者のための市街地住宅確保について」
 *7「民間住宅の供給の促進及ぴ適正な管理について」、（市街地佳宅小委員会、第二次報告）「大都市地域における住宅供給促進のための木造賃
 　貸住宅集合地区等の整備方策について」
 *8「経済社会の発展に対応したゆとりある住生活を実現するための住宅・宅地政策についての答申」、六期五計へ。
 *9「国民生活・経済活動の高皮化・多様化に対応した市街地環境整備の方策に関する第一次答申」
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容，実績等検討すべき点は多い。2年にわたる研究のう

ち，第一年度の今回は，東京圏全体の住宅問題を視野に

おさめつつ，基礎自治体―東京23区レベルの住宅政策の

実態・現状を明らかにすることを目標においた。

　本論に入るまえに，自治体の住宅政策を取り巻くこの

間の国および都の動きを簡単に整理しておく（表1－1）。

（1）今回の問題に対する国の動きは1988年はじめごろ

から始まり，一連の中間報告・答申を得て新大都市法*1

（1990年6月公布）の制定や都市計画法・建築基準法の改

正が行われた。新大都市法は従来の住宅建設五箇年計画

に比べ，「開発適地をねらいうち」にすることで住宅供給

計画をより具体的にした点に特徴がある。この法律に基

づく広域的供給方針*2は1991年3月に決定・告示された。

なお，中間報告にあった市町村が「地域住宅計画」を定

めるという項目は法律では見送られた。

（2）東京都もまた1988年2月に住宅政策懇談会を設置，

その報告を受けて一連の住宅政策を展開してきている。

そのひとつの成果が「東京都住宅マスタープラン」（1991

年7月）である。このマスタープランは，新大都市法に基

づく都府県の住宅および宅地の供給に関する計画，およ

び住宅建設計画に基づく第六期五箇年計画としての性格

を併せもっている。

（3）東京23区は，これらと前後して（区によってはそれ

に先んじて）動きを始めており，国や都を先導するよう

な形で具体的な政策を打ち出してきた。

2．東京大都市圏のマクロな動向

　自治体レベルの住宅問題を検討するのに先立って，東

京大都市圏での住まいのマクロな動向を把握しておく。

2．1　人口・世帯の動向

2．1．1　首都圏における人口移動の特徴

（1）1955－1985年における年齢別の純移動率をみると，

東京都では高卒前後の年齢階層の転入超過と大学卒業前

後の年齢階層の転出超過が際立つ。高卒前後の年齢階層

の転入超過による純移動率は1970－1985年で変化してい

ない（大学，専門学校等の大規模な集積による定常的な，

寮，アパート等への居住であろう）。一方，大学卒業前後

の年齢階層を含むその他の年齢階層の純移動率は1985年

にかけて低下していることから，差引きすると高卒前後

の年齢階層が転入後に，都内に残留していると想定され

る。これは，東京都の単身世帯率の増大と符合している。

（2）1960－1970年の高度成長期に転出入の差である純

移動率が増大し，近年になるに従いこの差は縮まってき

ていたが，1985年以降は，86年から87年にかけて東京都

での転出増，首都圏3県での転入増がみられ，地価の高

騰に伴って移動が増加したことをうかがわせる。

2．1．2世帯の変化

（1）全般に高齢化，単身化が進行している。

（2）単身化に関しては，結婚年齢が高くなり未婚期間

が増大していることの影響が大きい。特に東京23区では

例えば30－34歳階級の末婚者の割合は，1985年に男性で

43％，女性で23％に逮しており，1975年の男性29％，女

性17％に比ぺて急増している。

（3）未婚者のうち半数近くが1人で世帯を構成してお

り，未婚化に伴なう単身化の進行が，ワンルームタイプ

のアパート需要を支えている。

（4）高齢化では，高齢単身世帯に関しての住宅施策が

必要と想定されるが，65歳以上の高齢単身世帯は1都3

県で24万世帯おり，65歳以上人口の9．7％を占める。

2．2　住宅の動向

2．2．1　新規建設戸数および住宅の種類

　1988年住宅統計調査によって，京浜大都市圏（60－70

km圏内に該当する1都3県の大部分および茨城県，栃

木県の1部）において建築時期が1986－1988．9月の住宅の

特徴を明らかにする。

（1）この時期に建築された専用住宅のうち，持家43万

戸，借家67万戸であり、5年前の同期間の持家51万戸，借

家26万戸から大きく借家が増大した。なお持家のうち

76％が一戸建，借家のうち82％が非木造共同住宅である。

（2）1984年以降に入居した主世帯のうち持家として取

得された中古住宅戸数は，約24万戸（うち一戸建・長屋建

～13．5万戸，共同住宅その他～10．5万戸）であり，建築時

期がこの期間の持家住宅83万戸（うち専用住宅78万戸）の

約29％にあたる。

2．2．2　首都圏（1都3県）のマンション市場

　CRI（（株）長谷工コーポレーション総合研究所）資料に

よって，首都圏（1都3県）のマンション市場を検討する。

（1）1986年の都心部での地価急騰後，周辺部もこれに

引き続き地価が高騰し、1987年にはマンション価格が前

年比29．9％の値上がりとなった。その後も価格急騰が続

くが1991年になって高止まり傾向が明らかとなった。マ

ンション年間平均価格は90年で6，123万円と，勤労者世帯

実年収の8．7倍に達している。

（2）新規供給戸数は1988年に前年比－21．9％と減少し

たものの，89年には回復し90年に続いている。この間87

年に底をついた在庫がやや増え始めたが，90年末までは

ある程度捌けていた。しかし90年末からは在庫が急増し

ており，マンション価格の高止まりで購入が困難化して

いること，および地価下落期待があることから，買い控

え傾向にあると想定される。

2．2．3　住宅ストックの変化

（1）京浜大都市圏の借家居住主世帯数は4，683，800世

帯であり，平均で1畳当たり月額家賃は3，091円である。
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表2－1　建築時期，距離帯別1畳当たり家賃

総敷 一10km10－20㎞20－30㎞30－40㎞40－50㎞50－60㎞60－70㎞
主世帯数4683．8754．91590．9880．7805．O397．4156．898．1
（千世帯）
1畳あたりの家賃（円〕
総数 3，0914．3523．5362，8242，3762，4081，9851，724

終戦前 1．9252，5722．2971，9121，6661．630968 850
1945－19602．3052，8702，4472．0471，9091，8471，2761，262
1961－19702，31I3，35I2，6062，15I1，7521，8981，5921，381
1971－1975216803，8273，1122，4832．0962．0211．8391，622
1976－19803，2384，7763，6712，8432，5082，4801，8041，673
1981－19853，7365．9274，1253，2542，8582，8312，3852，018
1986－sep．4．4616．8265，1223，9263，7053，5012，87I2，747

1988

これを距離帯別に見ると，～10kmが4，352円，30～40km

が2，376円となっており，建築時期が新しいほど価格が高

くなる。建築時期が1985－sep．1988の価格は，距離帯別の

平均価格の1．4～1．6倍になり，4人家族の最低水準にあた

る19．5畳で計算すると，～10kmで，13．3万円，30～40km

で，712万円になる。さらに都市居住型誘導居住水準にあ

たる36畳では，～10kmで，24．5万円，30～40kmで，13．3

万円になる。（表2－1）

（2）大規模な破損のない共同住宅は京浜大都市圏の

1988年で453万戸あり，うち33％が30㎡未満である。1983

年には41％であったので小規模な住宅のシェアは大幅に

減少したが，木造の30㎡未満が30万戸も減少したためで

あり，非木造の30㎡未満は戸数もシェアも増加してい

る。

2．3　居住水準の動向

　物的な居住水準，住環境水準のほかにも，家賃や通勤

時間などの杜会経済的な居住水準が想定される。これら

にろいて概観する。

2，3．1　最低居住水準・都市型誘導居住水準

（1）最低居住水準未満世帯が1988年でも13．8％存在し

ており，1983年の15．5％からあまり改善されていない。

さらに設備の条件を加えると23．8％が不十分な住環境に

ある。世帯人数別では，単身者の水準未満世帯の率が1983

年よりも大きくなっている。この点に関しては1988年の

水準が，中高齢単身者に関して食事室兼台所を確保する

条件の付加で1983年よりも厳しくなったことも一因であ

30％

4入

’1’’’1

　－ユ0　　　10－20　　20－30　　　30－40　　40－50　　　50－60　　60－70
　㎞㎞㎞㎞㎞㎞㎞

図2－1　距離帯別世帯人員別の最低居住水準未満世帯の割
　　　　合

る。設備条件に要大修理の住戸数まで加えると単身者の

39％，65歳以上の単身者では44％が不十分な住環境にあ

り，非単身世帯に比べて設備，老朽度の問題が大きい。

（2）世帯の年間収入ごとに，室数，畳数で最低居住水

準・都市型誘導居住水準を満たしかつ，専用便所・浴室

を有する世帯の割合を見ると，収入が高いほどこの要件

を満たしていることが分かる。

（3）世帯人員別の最低居住水準未満世帯比率を，距離

帯別に見ると，どの距離帯でも5人および4人世帯でこの

比率が高く，2人世帯で低い。距離帯では20～30km圏ま

で急速にこの比率が低下し，それ以降は5人世帯を除き大

きな低下が見られない（図2－1）。

2．3．2　社会的な居住条件

（1）月額家賃の1年分（×12）が年間収入の20％程度と

なるところで，住宅統計調査の収入と家賃のクロス表を

分割し，収入に対する家賃の比率が割高となっている世

帯を同じやり方でくくると，1983年には世帯総数の33％

を占めていたものが，1988年には37％に増加している。

すなわち居住水準は向上していても，収入に対する家賃

負担は増大し，社会的な居住条件は厳しくなっている（表

2－2）。

表2－2　年収と家賃（1983および1988）

1983 1 カ月　当　り　の家■（円〕
鰍 1万　　2万　　3万4万5万6万7万円

齢の朝㎜肌 －1万円－2万円　－3万円　－生互円　－5万円　｛万円　－7万円肚 榊
｛豚（囎鰍4 5鑓71脳。。。1㎝ ㎜
m万円未n3521 2uOO10400引oo 700
Ioo－200万円7511則　1捌 7㏄OO㈹ 2170014 1I00
200－300万円100111σ㎜㎜　15620021700045300 1700
300－oo万円1…㎜㎜　13m01㎝O01蝸O0126000831 ㎜
400－500万円価14珊ハ棚 η1oo71800脳oo41400301 1000
500－700万円棚 欄㎜㈹ 41200捌oo28100㎜ ㎜ ㎜ ㎜
700－m00万円1㎝㎜152001190091006100㎝ 6100z阯oo㎜
1㎜万円以上 珊犯㎜ 3101㎜ 1600180019①0i5000㎜補 1 幽1㎜　η800　眺O0　263001駆①O1靱m㎝oo1閉①O晒OO

［＝＝］勾合計1、独200世帯（不贈除く｛傲世帯鰍の33％　）
1988 1ヵ　月　当　り　の7　　（円）

鰍 1万　　2万　　3万　　4万　　5万　　6万　　7万　8万円蜘
－1万凹　－2万円　－3万円　－4万円　－5万円　－6万円　－7万円　－8万円　以上倣（贈舳 棚〔o ㎜

100万円未η 72900　　74600　　45200　　25－00　　13600　　　6400　　　51㎜
100－2㎜万円伽①　　　　　　　　　　　99100　67600　醐O0　1別O0　1700
200－300万円633〔0　　　14700　　i14300　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6；－900　　　33800　　　351］2〕o300－400万円㎜0　1朋OO　l㎝，OO　1㎜　1350DO　H㎝　　　　　　　4航㎜1“呵400－500万円　　　㎜刷7〔O　蘭m　　棚00　㎝100　吻O0　80700　691H00
500－700万円748〔0　　12200　　68300　　71700　　61900　　60000　　6’600　　48300　　100500　　　1100
700－m0万円　　刎蜘O　凹000　28000　刎700　19000　18500．20000　20］00　7㎝O0　　800
mO－1500万円　　　78I㎝O　蘭OO　㎝OO　朋O0　3900　4000　ηO0　4300　30300　　伽
1500万円以上㎜0　1300　1300　1100　1000　1200　1200　1300　MO0　　100碍 賦0　20－OO　㎜OO　棚OO　阯OO　醐O0　27800　14900　洲OO　鵬OO

［二二二二卜合叶1．賄700世帯（不鰍く情象世榊の37％〕

（2）都心に勤務する世帯では住居の遠隔地化がマスコ

ミなどでも取り上げられているが，京浜大都市圏全体で

見ると通勤時間は1983年と比べてほとんど変化ない。む

しろ持家世帯では45分未満の世帯の割合が1％強増え，持

家以外でも90分以上が僅かだが減少している。国勢調査

によっても1980－1985年に居住人口の増加した20～50

kmで従業地による就業者数の増加が大きい。勤務地と

住居の距離はもはや隈界に達したと言うべきかも知れな

い。（図2－2）

－259－



1983

1988

雇用者普通世帯　持家
似上

0　　　10　　20　　30　　40　　50　　60　　70　　80　　90　　100

　　　雇用者普通世帯　持家以外

1988

　　　0　　　10　　20　　30　　40　　50　　60　　70　　80　　90　　100

　　図2－2　持家世帯と持家以外の世帯の通勤時間
　　　　　　　　　（1983および1988）

2．4　東京大都市圏での住宅政策転換の行方

　以上の検討をまとめれば，次のようになる。a．人口

の都外への移動の一方で，都区部では未婚者・単身者が

増加している，b．買い替えをめぐる申古市場が発展し

つつあり，また80年代後半には借家の新規供給が増加し，

新規持家供給を目指す政策体系と相いれなくなってい

る。C．単身層および都心に近いファミリー層で居住水

準が満たされていない世帯が多い，d．家賃・通勤時間

とも限界に達している。

　これらの問題の背景に急激な業務床の都心集中ならび

に都心周辺へのスプロールがある。住宅政策がもっぱら

これらのツケの処理にまわるのでは，問題は解決しない

し，住宅政策そのものが成立しないであろう。自治体住

宅政策も有効たり得ない。したかって，基本的に東京一

極集中構造を解体する必要があり，それには就業地を分

散し，その周辺にアフォーダブルな住宅が供給されるよ

うな地域構造への転換が必要であろう*3。社会的な面も

含めて一定の居住水準を確保するという住宅政策の観点

から，地域構造を再編成するような地域政策がとられる

必要がある。

3．東京都の住宅問題

　東京都レベルにおける住宅問題の動向を検討する。こ

の点については住宅政策懇談会報告*4などすでに多くの

レポートで指摘されており，ここでは，後の展開に必要

な点および注目すべき現象を簡潔に整理寸る。

3．1　人口・世帯の動向

　東京の住宅問題を端的に物語るのは人口・世帯の動向

である。都心区での人口減少はすでに1970年代より社会

問題として指摘されてきたが，1980年代後半にはこれら

の従来からの傾向が一層激化するとともに，いくつかの

新しい現象が生まれた。

（1）区部人口は1960年代末以降，減少を続けてきたが，

1980年代に入ってその傾向は鈍化を見せていた、それが

1980年代後半にはいって再び拡大した。

表3－1　年齢別・人員別世帯数の変遷

1人　　　　2人　　　　3人　　　　4人　　　　5人　　　　6人　　　　7人
｝24　　　43　　　　1塙5．220　　　　77，3〔①　　　　　19．820　　　　　5．580　　　　　2．130　　　　　　900　　　　　　670
　　58　　　　　342．000　　　　　46．800　　　　　12．200　　　　　　3．600　　　　　　　　800　　　　　　　　200　　　　　　　　100
　　63　　　　　2…）4．100　　　　　35，40〕　　　　　　9．500　　　　　　3．100　　　　　　　　500　　　　　　　　100　　　　　　　　　0
25－29　　43　　　　1118．080　　　　77．3〔0
　　58　　　　　1胆4．700　　　　　8ア．500
　　ω　　讐幽＿＿」幽聖
30～39　　4ヨ　　　　　’13．090　　　　129．310
　　58　2114．600　1y，4〔0
　　63　　　2皿1．700　　　142，3〔0
40～49　　43　　　　　11凶，070　　　　62．750
　　58　　1工凋，000　102．5［0
　　63　　　　　　　　　　　　　116，0C①
50～59　　43　　　　　旭4．960　　　　53．81■0
　　58　　　　　　顯7．500　　　　132，4C①
　　63　　　　】06，9｛）〔■　　　152，0C①
60以上　43　　1＝15．510　　80．η0
　　58　　　　　　232，5〔0
　　63　　　　ヨ叩1．200　　　　304，1C①

19．820　　　　　5．580　　　　　2．130　　　　　　900　　　　　　670
58．100　　　　24．100　　　　　5；000　　　　　1．200　　　　　　400
“．α㎜　　　18．8α，　　　3，㎜　　　　　㎜　　　　200
2刎、560
19ヨ、7ω
15コ、3ω
101，9“O
－45．500
151，800
76．330
1”、600
191，700
65．350
106．900
151，200

281．360
2η、㎜
20Z6ω
217，600
μ2．1ω
330，3ω
115．890
205．600
228，300
53．240
48．400
62，800

88．200
8ωω
“．700
129，7ヨ0
1ヌ300
133．4ω
99．190
82．700
89．200
40．780
18．600
23、㎜

（住宅籔計o査）

33．620
28、αη
20，9ω
53960
50．㎜
46，㎜
仰，98026200
26，400
29．830
14£00
17，100

21．700
11．100
7．6①o
21．910
19．300
14．800
31．400
9．500
10，000
31．490
9．200
10，400

（2）都心および周辺区*‡5では，人口の減少は続いてい

たが，世幣敏は増加していた。しかし，1980年代後半に

入って，世帯数も減少を始めた。つまり住宅の数そのも

のが減少した、

（3）周辺区で予想以上の人口減少が発生し始めた。中

でも中核的なファミリー層の流出が目立つようになって

きた（表3－1）．

3．2　居住水準

3．2．1　居住水準

（1）区部では最低居住水準未満の世帯が19．3％，誘導

屠住水準以上の世帯が24．9％で，これは全国の水準

（9．5％，46．7％）と比較して依然低い。また，借家の水

準が著しく低いという構造は変っていない（表3－2）。水

準から見るかぎり，区部の住宅問題は借家問題である。

表3－2　住居水準の比較

持㌘
一一佳宅当たり延ぺ面利　　　　91；m2
一人あたり■数　　　　　　　94畳
最低屠住水ψ未満杜脩　　　　11万世帯　7．5％

伯竈
35m2
6．2■
65フi世ヒ帝　　29．8％

肚宅饒甘I－i〕

（2）住宅の所有の関係別に居住水準を示したグラフは

その都市の住宅のプロフィールを把握する上で最も基本

的なもののひとつといえよう。これを区ごとに作成して

みるとそれぞれの区の特徴が浮き彫りになる（表3－3）。

類型的に多いのは，持家率大・民借率小で共に水準が平

　　　　表3－3　所有の関係別と最低居住水準

　・大小は23区平均との比籔、民借＝民間賃貸住宅、水準は■低屠性水淳

　　　　　11冒比串
．　　　　　　　　　　丁戻借水埠票η　　民佑水導以上　　民伯水準未n　　民仙水準以上
大　　　大　　　一k

＿＿＿∠L．＿」亟ピ＿
小　　　大　　　墨田区14・3　　　中央区7・3　　　江東区7．5
　　　　北区15・3　　　　千代田区3・5
　　　　足立区m・二一
　　　　葛飾区14・2
　　　　江戸川区I且一4

小　　　荒川区19・1
　　台東区17・：ヨ

練馬区10・6

小　　大　　一k
　　　　小　　　新宿区16・丁
　　　　　　豊島喀11「・月

板橋区13・6
品川区15・O　　　目黒区14・7
　　　　世田谷区］O刀
　　　　中野区15・8
　　　　杉並区13・2

小　　　大　　　　　　　　　　　港区7－3
ノll、（住宅疵計o査〕’
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均以下の区のグループと，持家率小・民借率小で共に水

準が平均以上の区のグループで，前者は下町に，後者は

西部の周辺区に多い。もっとも水準以下の民借が全世帯

に占める割合の高い区はどちらのグループにも存在し，

東京の住宅問題の共通性と多様性を同時に示す結果と

なっている。

（3）劣悪借家の代表例である木賃住宅は，1968年当時

の112万戸から1988年には72万戸と大幅にその数を減ら

している。しかし，1988年現在でも区部の23％は木賃住

宅居住世帯であり，これを行政区別に見ると杉並区の

36％を筆頭に20％を超える区が14区ある。

（4）都内で新規に着工される住宅の相当部分を民間賃

貸住宅が占めるが，その平均規模は44㎡ときわめて狭小

である（1989年着工統計）。必要な住宅が供給されていな

いばかりか，鉄賃住宅という不良資産を残す恐れが大き

い。
3．2．2　社会的居住条件

（1）住宅の価格・家賃については東京大都市圏の動向

で触れた通り上昇している。問題は，今後さらに賃貸住

宅の建て替えが進行していったとき（質の改善はある程

度期待できるが）アフォーダブルな住宅がさらに減少す

ることである。

（2）この問題の皺寄せをまず受けたのは高齢者等社会

的に弱い立場に置かれた人びとである。建て替えに伴い，

移動を迫られるケースが増大した。高齢者はまた，持て

る者と持たざる者の較差が大きく，後者では低い収入に

重い住居費負担がかかっている。古い公営住宅に老人夫

婦や老人単身が取り残されていく現象も目立つように

なった。

3．3　戦後住宅政策の枠組みの崩壊

　戦後住宅政策の基本的枠組みは，低所得階層に公営住

宅を対応させる一方，中間階層に関しては，ライフサイ

クルに応じた住み替えを支援する持家主義であったと総

括できよう。上記の動向のもとでこのサイクルがどのよ

うな影響を受けたかを検討しておく。ここでは，住宅統

計調査の年齢別・人員数別で世帯を捉え，それぞれの持

家率の変化を検討してみる。得られるデータは都道府県

ごとであり，ここでは東京都について集計する。

（1）年齢別・人員数別に持家率の変化を検討すると，

（表3－4），30歳代以上では，ほとんどすべての層で43年

から58年にかけて増加してきた持家率が，58年から63年

にかけて一部の層を除き減少した。特に，30代の各層で

の減少が大きく，この年齢層が従来のように持家を獲得

することが困難になっていることを示している。昭和63

年における30歳代の後半はベビーブームの後半に相当す

る世代である。

（2）30歳代についてさらに詳しく住宅所有関係別を見

表3－4　年齢別・人員別・持家率

1人
～刎　　43
　　珊
　　ω
25－29　43
　　珊
　　ω
30｝39　40
　　58
　　63
4o｝49　43
　　58
　　63

O．76％
1．20％
1．09％
4．40％
3．刎％
2．67％
23．81％
10．30％
8．22％
18．78％
19．仙％
17．82％

2人　　　　3人
4．39％　　　　　15．7996
8」2．％　　　17．21％
4．8C院　　　　　1．37％
9．5「■％　　　　　05．3296
，3－49％　　　　21．69％
9．40％　　　　15．91％
27，76％　　　　21．22％
29．15一％　　　　36．50％
25．2ヨー％　　　　31．64％
：‘3．8ヨー％　　　　45．46％
コ9．12％　　　　49．2I％
コ7．24％　　　47．76％

4人
39．61％
30．56％
19．35％
68．10冗
26．56％
20．2I％
27．51％
4一．67％
37．28％
55．42％
58．61％
57．η％

5人
50．70％
50．00％
40．00％
65，73％
48．00％
05．90％
38．55％
56．56％
50．97％
66．47％
70．12％
69．87％

6人
48．89％
50．00％
0．00％
66．67％
75．oo％
66．67％
49．08％
81．79％
78．95％
76．43％
凹．oo％
85．65％

7人

50～59　43
　　58
　　63
60以上　43
　　58
　　63

53．フ3易
100．0①％
洲UM！
29．85％
50．00％
100．00％
30．88％
90．09％
88．16％
103．97％
89．64％
85．81％

32．37％　　　　48．21％　　　　60．72％　　　　67．66％　　　　フ2．5896　　　　76．89％　　　　83．98％
3I．20％　　　　三i5．82％　　　　67I7フ％　　　　74．61％　　　　82．22％　　　　88．55％　　　　91．58％
27．03％　　　　三i2．24％　　　　64．21％　　　　71．40％　　　　79．37％　　　　89．02％　　　　90．00％
52．83％　　　　‘‘．0；一％　　　　72．87％　　　　76．47％　　　　81．14％　　　　86．42％　　　　92．03％
46．95％　　　　1■1．6】％　　　　80．36％　　　　85．12％　　　　90．32％　　　　94．59％　　　　96．74％
46．65％　　　　1■1．42％　　　　80．03％　　　　84．55％　　　　89．13％　　　　96．49％　　　　93．2フ％

（住宅饒甘o■）

表3－5　30－39歳，家族数別，住宅の所有の関係別

持ち■
1人　　4ヨ
　　58
　　63
2人　　43
　　58
　　63
3人　　43
　　58
　　ω
4人　　43
　　58
　　63
5人　　43
　　58
　　63

6．18％
8．95％
8．61％
15．68％
28．46％
25．25％
22．86％
“．，o冊
31．64％
35．63％
38．OO見
37．28％
55．μ％
52．20％
50I97％

6人　　43　　η」O％
　　58　　　　77．89％
　　63　　　　　78．95％
7人　　43　　81．61％
　　58　　　　　85．47％
　　63　　　　　88．16％
惟宅雌甘o査〕

讐与
2．22％
2．91％
3．17％
6．74％
6．70％
？．10％
1I．83％
10．67免
10．50“
14．83％
12．92％
14．35％
8．53％
9幻％
10■9％
3I60％
2．72％
3．35％
2．63％
O．85％
1．32％

公団　　　公讐
2．46％
243％
3．12％
9．13％
7．15％
6．仰％
12．33％
7．13％
7．18％
13．57％
7．17％
8．86％
10．］6％
4．18％
6．00％

民仙非末
0．00％
0．49％
0．74％
0．00％
4．81％
4．％％
0．00％
4．“弓
4．89％
O．00％
6．84％
6．12％

28．33％
33．9フ％
35．ヌ％
35．43％
25．49％
32．56％
31．5一％
21．25％
25．別％
刎．ヨ9％
17．26％
16．62％

民仙末■

O．00％
8．36％
7．65％

60．81％
33．97％
41．78％
33．02％
25．49％
22．93％
21．46％
21．25％
20．29％
11．58％
17．26％
16．52％

20．00％　　　　　5．87％
12．65％　　　　12．65％
10．34％　　　　14．39％

民仙木共
0．00％
17．”％
7．03％
0．00％
1，90％
1．凹％
0．00％
O．73弓
O．26％
O．00％
0．46％
O．刎免
0．00％
0．別％
0」5％

6．37％　　　　　O．00％　　　　14．99％　　　　　2．94％　　　　　0．00％
1．02％　　　　　4I42％　　　　　6．80％　　　　　6．80％　　　　　0．34％
1．44％　　　　　5．26％　　　　　3．83％　　　　　7．一8％　　　　　O．00％
3I73％　　　　　0．00％　　　　10．46％　　　　　1．57％　　　　　0．00％
O．OO％　　　　　1．71％　　　　　5．98％　　　　　5．98％　　　　　0．00％
1．32％　　　　　1．32％　　　　　2．63％　　　　　5．26％　　　　　0．00％

ると（表3－5），2～3人家族では民借非木造が，4人家族で

は給与住宅および公団が，5人家族では給与住宅および公

団に加えて民間賃貸木造の割合が増えている。

（3）以上をまとめれば，従来持家を取得することで住

宅の水準を確保してきた30歳代のファミリー層が賃貸住

宅に頼らざるを得なくなっている状況が見いだされる。

つまり，住み替えサイクルが崩壊しつつあり，それを支

えた持家政策が成立し難くなってきたことを示している

と言えよう。前述の通り，賃貸住宅はストックも新規供

給分も水準が低い（仮に水準の高いものがあってもア

フォーダブルではない）。また，その供給も景気に左右さ

れやすく不安定である。

4．東京都23区の住宅政策の動向

4．1東京都23区における住宅政策の前史

　東京都23区の住宅政策の活発化はまぎれもなく今回の

地価高騰柵を直接のきっかけとする。しかしながら，今回

の地価高騰以前にもその前史的な動きは存在した。

1985～86年以前における，住宅政策の活発化の基礎と

なったと思われる動きには次のようなものがある。

4．1．1　まちづくりにおける施策展開

　1970年後半～1980年前半は，23区において都市計画・

まちづくりの独自の施策展開能力が育成された期間であ
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る。1975年の地方自治法改正によって特別区である23区

にも自治権が拡充され，都市整備部など都市計画部門か

庁内に設置された。

　1975年後半は，中高層住宅の開発指導行政非7や，創設さ

れた「地区計画制度」（1980）や国の要綱に基づく「木造

賃貸住宅地区総合整備事業」を用いた居住環境整備等，

各種まちづくり計画・事業か活発になった。これらは必

ずしも区独自の制度に基づくものではないが，区や地域

住民のイニシアティブが必要である．、また，まちづくり

マスタープランを作成する区も1985年頃から増加してい

る。

　これらの都市計画・建築行政上の区独自の施策展開が

今日の住宅政策の活性化につながっていると考えられ

る。

4．1．2　高齢者施策

　木造賃貸住宅の建て替えに伴い発生する高齢者の住宅

難は，地価高騰以降社会問題化Lたが，それ以前より存

在している。自治体における高齢者アバート借り上げ事

業も1974年に中野区が始め，1980年までにやはり木賃ベ

ルト地帯を抱える世田谷区，杉並区、豊島区を始め5つ

の区で行われている*8。

4．1．3　定住という課題

　東京都区部全体の人口は1969年にピークを迎えた後，

1982年まで減少し，その後漸増傾向が1987年まで続いた、、

もっとも，地域的にはばらつきがあるか，全般的には地

価高騰以前はおおむね落ちついており，各区にとってそ

れほど深刻な課題ではなかった．とは言える、

　しかしながら，一部の区では危機感を覚え「定住人□

回復」を重点課題として位置づけた。、夜間人口と昼間人

口が同時に減少している台東区は，1981年に「人口問題

協議会」を設置し，地域振興策と定住対策を一体にした

施策展開を図っている。その他都心区・隣接区でも，構

造的な人口減少が課題になっていた。区の直接のイニシ

アティブではないが三全総において国土庁はモデル定住

圏として「都心及び隣接地域」（千代田・中央・港・新宿・

文京・台東）を取り上げていた。

4，1．4　その他の住宅施策

　その他施策では，1971年に中野区で始められた住宅修

築資金融資斡旋制度などが比較的早い。

　建設省により，1983年度に創設されたモデル事業，地

域住宅計画（HOPE計画）も世田谷区，荒川区（1984年

度）などいくつかの区で行われている。

4．1．5　世田谷区の先進的な行政

　住宅行政の先進区といわれる世田谷区の施策の蓄積が

他区に及ぼした効果は大きい。

　世田谷区は1970年後半から，「まちづくり」に独自の施

策展開を図ってきており，住宅に関しても1979～1980年

に1988住宅統計調査の独自集計や着工統計の分析，ワン

ルームマンション実態調査など独自の調査を行い，1986

年にはいち早く「住宅白書」を発表し，1988年には住宅

土地問題懇談会を設置した。この間，マンション，小規

模宅地開発，ワンルームマンションに対する規制行政を

始め，「ビル建築物管理衛生指導指針」（1981）などを定

め，環境衛生分野と建築・都市計画行政を住宅を軸に総

合化する試みを行ってきた。

4．1．6　特別区の自治権の拡充

　4．1．1にすでに指摘したが，以上にあげた要因を共通に

貫く基礎として，1974年の地方自治法改正による特別区

の白冶権の拡充がある。この権眼の委譲は，区による「ま

ちづくり」施策の展開を経て，後の住宅政策展開の大き

な布石となったと言える。

4．2　地価高騰のもたらした住宅事情の激化

　1983年頃都心商業地でじわじわと始まった地価高騰

は，1984～1986年に都心3区の地価を高騰させ，さらに

1987年からは東京南西部，次いで東京北東部の地価を暴

騰させる。地価高騰は，23区の住宅事情に破壊的な影

響をもたらした。

4．2．1　都心区における定住人口の減少

　1980年代前半の都心区には，安定化・人口回帰の傾向

が見られたものの，都心部から始まった地価高騰は人口

の急激な滅少をもたらした。

　港，中央，干代田，新宿，文京，台東の都心6区では，

1986年以降「激減」と呼んでもいいような人口と世帯数

の減少が始まる。また，住宅の着工動向を見ても，中央・

千代田では82年頃から，港では83年頃から急激に落ち込

んでいる。

4．2．2　ファミリー層の欠落と世帯構成のアンバランス

　周辺区では都心区ほど著しい人口減少は当初見られな

かったものの，いわゆる「中堅ファミリー層*9」が減少す

るという現象が問題になってきた*10。

　世田谷区（1989）では，「人口は昭和62～63年にかけて

約6，700人，63～64年には約6，800人減少し，2年間の減少

ｌｚは総人口の約2％弱となっている。この2年間の人口減

少は，ファミリー層を形成する15歳未満及び30代の年齢

階層の減少に起因していることが特徴的である」*11。ま

た，板橋区（1990）では「全体数では激しい減少傾向は

ないものの，老齢人口の増加，若年人口の減少，また25

歳から39歳までの年齢層の流出現象など，年齢別人口構

成には大きな変化が見られる。また，単身世帯の増加，

ファミリー世帯の減少など世帯構成も変化してい

る」*12。こうして「バランスのとれた地域社会の形成」が

住宅政策の目標として設定されるに至った。

4．2．3　新設住宅の住戸面積の低下～住宅供給構造の変

　　　　　化

　都心区・周辺区で地価高騰を迎えた住宅地では，住宅
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市場の供給が単身者向けの小規模住宅にシフトしている

傾向が見られる。これは単身者向け住宅の方がファミ

リー向け賃貸住宅より収益性がよいからである。このこ

とは，a．狭小なワンルーム・リースマンション等の低

水準な住宅ストックのさらなる蓄積，b．区内ファミリー

層や自治体にとって望ましい住宅需要（ファミリー向け

の規模をもつ住宅）とのミスマッチ，などの観点から大

きな問題となった。

4．3．地価高騰・住宅事情悪化に対してとられた住宅施

　　　策

　これら地価高騰の激化に伴う住宅事情の悪化に対して

次のような施策が区によって行われた。

4．3．1　住宅付置義務

　都心部における定住人口の回復に対する対応として最

初にとられたのは，いわゆる「住宅付置義務」である。

中央区，港区がこれを始めたのは，地価高騰が未だ都心

区に限定されていた1985年6月のことである。

　住宅付置義務は人口急減・住機能の駆逐に対する緊急

避難的施策として，アメリカ合衆国の諸都市で行われて

いたリンケージの手法を，従来から日本で自治体による

宅地開発・中高層建築物の規制行政として行われていた

指導要綱の手法で応用したものである。

　この付置義務要綱は，文京区（1987年1月），台東区（1987

年7月），新宿区（1990年2月），品川区（1991年4月）と周

辺に広まる。業務系開発に住宅系開発を組み合わせると

いう制度は，市場を放置すれば住機能が業務機能に駆逐

されると言う状況において，画期的なものである。

　これに対して，a．供給された住宅がきわめて高家賃

になり居住できる階層が限られている。b．供給された

ものが住宅として使われていくとは限らない。C．そう

した結果，当初の目標である人口回復策として役に立た

ぬのではないか，等の問題が指摘されている。

　一方で，住宅供給戸数としては，無視し得ぬ数が供給

されてきており，そのことがいやおうなく施策の合目的

性，一貫性を当該自治体に要請している。後にみるよう

に，住宅付置をとる区は条例で，堅実な地固めを行って

いるところが多い。

4．3．2　家賃補助

　この間いくつかの区で「家賃補助」が始められ話題に

なった。家賃補助は，賃借人の住居費負担能力を高め，

居住継続の支援や定住化の促進を行おうとするものであ

る。「良質なストック形成」を目標としてきたこれまでの

枠組みを出て，対象者への金銭の直接給付という「福祉

的側面」をもつ施策である。

　その目的から大きくわけると，a．立ち退きを迫られ

た高齢者・障害者世帯の救済，b．定住化の促進，コミュ

ニティの維持・発展，C．良好な都市環境・居住環境の

形成，再開発の促進，d．その他，などに分類できる。

aについては4．3．6で触れる。

　bは，台東区，新宿区，墨田区などの中堅ファミリー

世帯への家賃補助制度などがある。また，Cに分類した

中央区のコミュニティファンド制度もこの性格をもって

いる。「転出抑制」（新宿区，墨田区）と新たな住民を引

き込む「転入促進」を組み合わせたタイプがある。台東

区が1990年に開始した「新婚家庭向け家賃補助制度」は，

後者のタイプである。もう一つの論点として，家賃負担

能力の上昇を住宅水準の向上に確実に結び付ける，とい

うものがあるが，制度的にそれを担保しているものに新

宿区・墨田区の制度がある。これらの施策は「定住人口

の減少は区の存立基盤を脅かす」という視点により，は

じめて説得力をもつ。事実，都心区・周辺区の人口減少

が非常に激しい区に現在のところ隈られている。

　Cを行っているのは，中央区（コミュニティファンド

制度），豊島区，荒川区。いずれも従前居住者の居住継続

支援という側面をもつ。従前借家人の再開発後の居住に

対する不安を解消することが，住環境整備・再開発の事

業の促進につながるという観点から行われている。

　dには，福祉施設に働く区民に家賃補助を行う世田谷

区の「福祉マンパワー住み替え家賃助成事業」などがあ

る。

　家賃補助制度にはその効果に対する問題点と制度その

ものがもつ問題点とが指摘されている。

　施策の効果については以下のような問題点が指摘され

ている。a．家賃補助は結局のところ，借家人の負担可

能額に補助分を上乗せするという形で，市場家賃を引き

上げる。b．家賃補助の期間が限られているので，その

後区外に転居し，定住に結び付かない。C．中堅ファミ

リー向けの家賃補助の継続は将来的に大きな財政負担と

なることから，施策として長期にわたって継続されると

は限らない。例えば，台東区では現在のところ，5年間で

1000世帯と限定し，あくまで他の住宅施策の展開により

区の住宅事情を緩和するまでの緊急的施策と位置づけて

いる。同区の住宅条例にも家賃補助に関する条項は盛り

込まれていない。

　また，制度そのものについては，特定の賃借人だけに

直接恩恵を与える施策は，持家居住の区民や他の賃借人

に対して不公正な制度であるとの問題が指摘されてい

る。こうした論点を乗り越えて，庁内の合意形成，議会

の承認，区民の同意等の観点から説得性のある公共性の

論理構築が必要となるが，現在のところそれをクリアで

きる範囲は上記a～dにとどまっている*13。こうした問

題は国全体の所得再分配に関わる問題を提起しており，

住宅事情の悪化の中でとりわけ中堅ファミリー層を対象

にした家賃補助が提起する問題は大きい。

4．3．3　賃貸住宅の供給，供給促進，借り上げ
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　良質なファミリー向けの賃貸住宅のストックを増加さ

せることは現在の住宅政策の中で最もカ点lがおかれてい

る。

　とりわけ国・都レベルで多様なメニューが作られてい

る。直接供給と，地権者への財政支援，都市計画上の規

制・誘導など民間の良質な賃貸住宅の供給を促進する間

接供給とがある。前者の場合は賃貸価格に地価か反映す

るため「間接供給」に重点がおかれている。

　東京都住宅政策懇談会報告では，「民間住宅，中でも民

間賃貸住宅の居住水準の向上なくしては、東京の住宅事

情の改善は有り得ない。ことに，地価高騰によって，持

ち家断念者が増加している現在，都民が安心して住み続

けられるようにするためには，民間賃貸住宅の供給の促

進と居住水準の向上を図ることか急務である」としてい

る。東京都ではこの提言に基づいて，利子補給を中心と

する「優良民間賃貸住宅制度」を1991年からスタートさ

せた。

　区でも，これら制度を利用しつつ，独自にもa．区立

住宅としての直接供給，b．独自制度も紺み合わせた間

接供給を講じている。

　さらに利子補給など政策介入を行って雄設した民間賃

貸住宅を借り上げ、中堅ファミリー層に適切な家賃で「区

民住宅」等として賃貸するのが「借り上げ」制度である。

入居世帯の収入にあわせて応能応益の原則に基づく家賃

設定の工夫などを行っている。

　こうした区立住宅・区民住宅に関しては，千代田区，

中央区，港区，台東区，などで1990年度中に実績があり，

多くの区で計画されている。

4．3．4　住宅供給を目的とした独自の複合開発

　市街地環境の整備・機能向上を行いつつ，開発を住宅

供給型に誘導し定住促進に結び付けるために，区独自の

優良再開発促進，共同建て替え促進の制度を設けている

区がある（千代田，港，文京，台東，中野等）。

4．3．5　質の低い住宅の規制

　従来から見られたものではあるが，直接的に，狭い単

身者向け賃貸住宅の規制が行われる．具体的にはワン

ルームマンション指導要綱などであるが，世田谷のよう

に住宅条例の中に住宅の最低限の面積を盛り込み強い姿

勢をみせている例*14がある。

4．3．6　高齢者対応施策

　高齢者に適応した住宅づくり，まちづくり，ひいては

社会で高齢者を支えていくという社会づくりは全国的な

課題であり，身近な基礎自治体の役割が重要視されてい

る。
　さりながら，この間の地価高騰では，地上げや古い民

間賃貸住宅の建て替えに際して高齢借家へが自カで，代

わりの住まいを確保することが著しく困難になったこと

が社会問題化した。

　このような緊急課題に対しては，従来からのa．高齢

者アパート借り上げ事業のほか，地価高騰による追い立

ての活発化以後，b．高齢者アパート斡旋事業，c．高

齢者住み替え家賃補肋制度が創設されている。借り上げ

事業は区の確保する住宅戸数に限度があるが，家賃補助

制度の方は比較的広範な需要に対応することができるた

め，高齢借家人にとっては心強い制度であるということ

ができる。

　この制度は，1990年1月に最初に江戸川区で始められ

た後に，各区に広がり，翌1991年には東京都が補助事

業＊15として一般化した。

　また，高齢化社会に対応した体制づくりという観点で

は，a．地域高齢者住宅計画の策定，b．高齢者向け賃

貸住宅の直接供給，などがある。

　aは建設省が1986年度に創設した整備推進補助事業で

あるが，1987年度に世田谷区，88年度に中野区，1989年

度に2区＊16で行われ，1991年度末までには全区で策定さ

れる見込みである。bは，世田谷区の新樹苑（1987年，

40戸），港区のピア白金（1990年）を始め，10区ですでに

建設されている，各区ともストック数は数十戸のレベル

がある。

4．3．7　その他

　以上は，比較的多数の区で共通の手法となっているも

のだが，独自の施策も見られる。例えば，目黒区の居住

保証制度*17，新宿区住宅条例における居住差別の解消条

項，台東区・新宿区における公衆浴場の建て替えに賃貸

住宅併設を誘導する融資斡旋制度などはユニークなもの

がある。

4．4　自治体住宅政策とその総合化

4．4．1　自治体の住宅政策における主体性確立

（1）主体性のI明示

　23区の住宅政策のこの間の動きはまだまだ流動的で行

方が定まらないところもある。しかしながら，確実に言

えることは、従来国・都府県などの対象とされてきた住

宅政策を，基礎白治体の一つである区が主体的に行おう

という姿勢が現われてきていることである。そうした姿

勢をよく表現しているいくつかの例を引く。

　国・都のレベルでは地域の住宅問題への対応は不可能

で，自治体こそが積極的に関わっていく必要があるとい

う認識を示したものに世田谷区の懇談会の報告がある。

「今回の都心に始まった急激な地価上昇，超高地価に伴

う様々な現象はわが国がこれまでに経験したことのない

状況であるため、現状の国の法制度では対応しきれない

ようになってきている。・・・また，この問題は東京にお

ける特微的な問題であるため，それに対する対策を国レ

ベルのみで講じることには無理があり，しかも東京の中

でも地域の特性によって，その問題所在，対処の仕方の
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差が大きいと思われる。・・・このため，区レベルのこれ

までの権限にとらわれず，地域独自の問題に対応してい

くという姿勢が重要かと思われる*18。

　このような認識は，東京都の住宅政策懇談会の最終報

告（1990年4月）の認識「今や東京では，戦後の住宅政策

の枠組みが適切に機能しにくくなり，住宅問題が深刻の

度を増している」と同様なものであり，時間的には区が

先行している。

　地域の二ーズを的確に把握し対応するという自治体の

本質的な立場を確認し，住宅政策に適用しようという立

場を明確にしたものに例えば目黒区の報告（1990年11

月）*19がある。

　　「これまでの住宅政策の取り組みを見た場合，国や東

京都が住宅政策の主体で，区はこれを補完する立場であ

るという考え方がとられてきたようである。・・・しかし

　『特別区制度改革』答申によれば，特別区は区民生活を

支える一番身近な基礎的な自治体として位置づけられて

いる。そのため，区民の『住』に関する施策についても，

当然，区が主体的に実施していくことが期待されてい

る。」

　　「地域の問題に対しては自治体に任せた方が効率的で

あること」「基礎自治体が地域の二ーズを把握し対応する

こと」は，これまでも住宅政策・都市政策の理念として

言われてきた。各区から出ている報告書等に以上のよう

な区の姿勢を明文化しているところは必ずしも多くはな

い。しかしながら，法制度が自治体に要求している以上

の施策展開が図られている背景には，上記のような自治

体住宅・都市政策の理念に収束するようなモメントが存

在すると思われる。

（2）住宅基本計画の策定と住宅白書

　区としての住宅政策への取り組みを明示するものとし

て，住政懇最終報告にも提言されている区住宅マスター

プランに相当する「住宅基本計画」がある。住宅基本言十

画は1区を除くすべての区で策定中ないし策定済みと

なっている。

　この計画は，住宅政策の実効性を確保しつつ区として

の独自性が発揮され得る可能性をもっていると思われる

が，一部の区では都の住宅マスタープランとの関連で住

宅供給量の確保になかば拘束され，区としてのより重要

な課題である住環境改善と矛盾する側面をもつとの指摘

もなされている。

　また，地域の詳細な住宅事情を把握する住宅白書を策

定する区が見られる（世田谷区，品川区，港区等）。一方

で，住宅施策検討のための基礎調査，住宅基本計画策定

の基礎調査として区内の独自の住宅調査が行われてお

り，これらの自治体による住宅調査は従来の住宅統計調

査では拾いきれない範囲まで及んでいる。

4．4．2　自治体政策の「総合化」と住宅政策

　自治体の業務を総合化する必要性はかねてから指摘さ

れている。総合化とは，福祉，建築，都市計画，保健衛

生，産業振興，社会教育等々の，自治体の広範な部局に

おける施策内容に有機的な関連を持たせることである。

従来ややもすれば，自治体の事務も中央官庁の権隈の分

割にあわせて「たて割」にされ，有機的な関連を持たな

いために，俗に「お役所仕事」と呼ばれるような行政の

非効率，低サービスを招くことが批判されている。

　住宅の問題をひとたび主体的に取り上げようとする
　　いやおうと，否応なしにこの「総合化」の視点が必要となること

が分かる。

　例えば，板橋区の「中間報告」は次のように言ってい

る。「住宅施策の方向について整理してきたが，こうした

施策は担当部局が多岐にわたるため，時にはまったく個

別に展開される可能性をもっている。区民の要望に応え

たきめの細かな対応を図るためにも，区の基本構想・基

本計画及び市街地整備方針に沿った総合的な施策の展開

が不可欠である。・・・具体的には福祉，都市整備，建築

指導などの各部門との連携を密にし，総合的な視点に

たって，積極的に住宅問題の解決にあたる・・・」。

　こうした連携は，具体的にはa．高齢者等社会的に弱

い立場に置かれた人びとへの福祉的施策（高齢者向け借

り上げ住宅，高齢者等住み替え家賃補助制度）などは住

宅政策の中でプライオリティの高い課題として設定され

る。例えば「まず重要な点は，（借家層の）高齢者や障害

者などが住み慣れた地域で安心して生活を続けていける

ような福祉施策としての視点にたった住宅対策をさらに

充実させることである」（品川区中間報告）。

　また，b．都市計画とのリンク（まちづくりと住宅供

給施策を組み合わせる）などがよく知られている。他に

c．保健衛生分野の施策（世田谷区等），d．地域産業振

興施策（品川区，目黒区，大田区，板橋区等）などがあ

る。

　また，住宅が自治体にとってのプライオリティの高い

課題に設定されることによって，自治体の内部の部局に

住宅を軸にした横の連携ができていることも観察でき

る。

4．4．3　住宅条例の制定

　住宅政策をめぐる「主体性確立」（4．4．1）と「総合化」

（4．4．2）の一つの中間的ゴールは住宅条例の制定にあ

る。1991年10月現在，住宅条例を制定した区は，世田谷

区，中央区（1990年4月），新宿区（1991年2月），品川区，

港区（1991年3月），台東区（1991年6月）の6区がある。

他区でも検討しているところが複数あり，また東京都で

も住宅基本条例の制定を検討中である。

（1）住宅条例を制定する意味

　条例にはさまざまな機能・役割が期待されるが，住宅

条例の場合，区にとって，a．「主体性確立」「総合化」
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の姿勢の明確化，b．各種住宅施策ツールのオーソライ

ズ，C．国・都へのアピール，などの重要な機能がある

と考えられる。

　a．の「主体性確立」「総合化」の姿勢の明確化につい

て，最も早く住宅条例を制定した世田谷区は，住宅条例

の制定の必要性を次のように提起している。「区の総合的

な住宅政策の推進のためには，その基礎となる条例・・・

の制定が必要であり，またこの条例を根拠に個別の施策

を位置づけ，体系化を図る着実な取り組みが必要である。

このため，住宅政策展開上の基本理念，方向一性，施策の

内容等のうち必要な事項を盛り込んだ条例を早期に制定

し・・・」（土地・住宅政策の新たな展開に向けて，P13）。

すなわち，a．区としての住宅政策の基本理念の明示，b．

区としての住宅施策の方向性の明示，C．施策（ツール）

の体系化などがあげられている。

　bの，各種ツールのオーソライズについて。ツールの

多くは区民や開発事業者の権利・義務を行政指導という

形で規定される。こうした区固有の行政指導が悉意的で

ないということを正当化するために，区議会の議を経た

条例に位置づけ，行政指導の根拠を明示するのが条例の

役割である。

　とりわけ，この間都心区で採用されてきた，業務開発

に対する住宅付置，開発協力金の納付などの固有の行政

指導に対しては，不動産業界からも圧力が強い。こうし

た圧力に対して条例が有効である。「あえて条例という形

をとったのは・・・第2に区民及び開発事業者に対して

も住みよい住宅及び良好な住環境についての基本理念，

責務等について広く認識を共有してもらう必要があるこ

と」*20。
　住宅付置義務要綱ないし開発協力金制度を持つ区がす

べて住宅条例を制定していることは，条例のこうした機

能を期待していることも大きいと考えられる。

　なお，宅地の乱開発を防ぐ開発指導要綱が大きな効果

を発揮し，自治体として宅地開発の基本的方向を示すこ

とをせず，条例等にも位置づけることをしなかったこと

から，自治体によってはいささか安易な行政がなされる

ことになった。そのことが批判され，1983年以来の建設

省による「指導要綱の行き過ぎ是正」の指導につながり，

自治体住宅行政の萌芽であった要綱行政は大幅に後退す

ることになる。

　こうした要綱行政の後退はひとえに自治体が宅地開発

に対する明解な展望を提示し得なかったことにある。現

在の多様なツールを条例に体系化しオーソライズしよう

とする方向は，このような総括をふまえると望ましい。

　（2）住宅条例の内容

　条例に盛り込まれているのは，a．目的，b．基本理

念，c．定義，d．調査，e．責務，f．住宅計画，9．

水準，h．公共公益施設，i．まちづくり組織，j．開

発事業者，k．組織，1．財源，m．委員会，n．委任，

O．その他，などである。

（3）直接請求による新宿区の住宅条例

　新宿区では，住民の直接請求によって住宅条例が制定

された。直接請求による住宅条例成立はこれまで例がな

いことはもちろん、直接請求による条例の成立自体きわ

めて少ない。

4．4．4　組織体制の整備と財源の確立

　主体的かつ総合的な住宅政策を行うためには，専門の

組織と財源の確保が重要である。

（1）専管組織

　1991年以降ほとんどの区で住宅に関する専管組織（住

宅担当，住宅課等）を置くようになった。1991年現在で

は，住宅対策担当課長・主査の2名で構成される小規模な

ものから，新宿区の住宅課14名，世田谷区の住宅まちづ

くり課のように18名で構成され大規模なものまである。

定員増はほとんど見込めない中，組織の再編という厳し

い課題を抱えながらも住宅の専管組織を充実させようと

している区が多い。

（2）住宅基金～住宅政策の基盤

　財源の確保は独自の住宅政策を展開するにあたって重

大な課題である。

　現在のところ，千代田区・中央区・港区・新宿区・文

京区・品川区・目黒区・世田谷区・板橋区の10区が独自

財源として住宅基金を積み立てている。

　最初に住宅基金をもうけた世田谷区を始め，ほとんど

か一般財源から住宅基金を積み立てている。がさらに都

心区では，一定の規模以上の業務系開発に対し開発協力

金を課し，それを基金に積み増すという形で住宅基金を

充実させるシステムをとる区もある（中央区）。このよう

な開発協力金徴収は条例に位置づけられているが，根拠

条文には「土地基本法」の条文（受益に応じた適切な負

担）が用いられていることも特徴である。

4．4．5　住民参加

　条例中で住宅、委員会・審議会の委員のメンバーに住民

を加えることを規定することによって区の住宅政策立案

に対し「住民参加」を盛り込んでいる区に，世田谷区，

新宿区がある。世田谷は「住民参加」（区民の委員を入れ

た住宅委員会の設置）を条例の柱の一つに据えている。

また，直接請求により条例が制定された新宿区では，世

田谷と同様の住宅委員会が区議会の審議の過程でつけ加

えられている。

　その他の条例を見る眼り，「まちづくり住民組織」によ

る計画の策定・提案権（中央，新宿，港）以外には住民

参加の要素は必すしも盛り込まれていない。
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5．まとめ

　東京都の住宅政策懇談会の最終報告が「東京の住宅問

題は，過去の問題が解決されないまま新たな問題が積み

重なるという，重層的で複雑な展開を示してきた。今や

東京では戦後の住宅政策枠組みが適切に機能しにくく

なった」としているように，今回の地価高騰は東京大都

市圏の住宅問題に質的転換をもたらし，新たな枠組みの

政策対応を迫っていると言われる。

　自治体住宅政策については，まだスタートしたばかり

であり，施策ツールとしても出そろったわけではなく，

またその効果を確かめるにはまだ時期が早いとは言え

る。また，自治体として行う住宅施策にも限界があり，

ある程度広域圏で考えていくぺきもの，国全体で考えて

いくべきものがあるようである。

　本報告では自治体住宅政策登場の背景としての住宅事

情の変化，自治体の住宅政策に対する姿勢の変化および

住宅諸施策の把握を行った。今後は次のような課題が設

定できる。a．各種住宅施策ツールについて施策の「公

共性」の論理と効果の検討，b．各行政レベルが相互に

どのような関係を持ちながら各々の政策を形成してきた

か，そしてそれら行政主体問の関係はいかにあるべきか，

という点。C．また，それとともに，従来わが国であま

りなされてこなかった都市・住宅・建築政策の政策効果

に対する検討手法も考えていく必要があると思われる。

〈注）

＊1．大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別
措置法の一部を改正する法律。
＊2．首都圏の大都市地域における住宅及び住宅地の供給に関
する基本方針。
＊3．国土庁大都市圏整備局「首都圏の将来構造を踏まえた住
宅・宅地マスタープラン策定調査報告書」1991．3。
＊4．東京都住宅政策懇談会報告「生活の豊かさを実感できる
住まいをめざして」（1990）。
＊5．ここでいう都心区とは，都心3区の千代田・中央・港と新
宿・文京・台東を合わせた6区とする。
＊6．1983年頃都心商業地域に始まり1986～1987年に東京都2
3区全域に広かり，以降さらに外側及び地方都市に広がった
地価の高騰を「今回の地価高騰」と呼ぷことにする。
＊7．例えば，世田谷区では1977「集合住宅等建設指導要綱」，
品川区では1978。
＊8．中野区（1974），世田谷区（1977），大田区，杉並区，豊島
区（1978），練馬区（1979）。
＊9．世田谷区（1988）では「世帯主49才以下の2～4人世帯」
としている。また，板橋区（1990）p．5では，「夫婦と6～17歳
の子供の世帯」としている。
＊10．人口が激減した都心区においても，ファミリー層の激減
はやはり大きな問題になっている。しかしながら「人口減少」
という大問題。ファミリー層の減少というのは，人口減少問題
の中の一テーマであるという言い方もできる。
＊11．世田谷区「土地・住宅政策の新たな展開に向けて～世田
谷区土地・住宅問題懇談会報告書」，平成元年4月，p．1。

＊12．板橋区「板橋区住宅問題懇談会中間報告」，1990．12。
＊13．一方でわが国の制度では持家層にさまざまな持ち家取
得促進策により支援カ桁われていること，さらに固定資産税
の減免による膨大なダックスイクスペンデチュァが事実上行
われているのに対し，民間賃借人にはまったく公的援助が行
われていないのは不公正だとの論点もある。
＊14．第十三条　区，区民及び事業者は，その建設する住宅の
住戸専用面積を，住宅建設計画法（昭和四十一年法律第百号）
に基づく住宅建設五箇年計画に最低居住水準として定められ
た一人世帯用の住戸専用面積以上とするようにしなければな
らない。ただし，寮又は寄宿舎等において，共用の食堂又は浴
室等を有するものについては，この限りではない。
＊15．高齢者世帯等住み替え家賃助成事業区の負担する家賃
の一部を都で補助。
＊16．1989年度豊島区，葛飾区。
＊17．やむを得ない事情により，家賃もしくは更新料を滞納し
たものに対して，区が無利子で貸与する等を内容とする。目黒
区居住保証および支援要綱。
＊18．世田谷区「土地・住宅対策の新たな展開に向けて」
（1989．4）。
＊19．目黒区住宅政策懇話会「目黒区における将来展望にたっ
た住宅政策及び緊急に実施すべき住宅施策について」
1990．11。
＊20．土屋篤史「『中央区・住環境基本条例』の制定」，都政研
究，1990。
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